
みえこどもの城指定管理者に係る質問及び回答 

質問項目 質問内容 回答 

1 応募に関する前提条件等について 

 

(1)令和 2 年 2 月県議会常任委員会に提出さ

れた『みえこどもの城指定管理者制度活用の

方針』（４）指定管理者が行う業務の範囲中、

～、個々の業務区分ごとに具体的な「要求水

準」を募集要項の中で定めるとともに～とあ

りますが、今回示された『こどもの城指定管

理者募集要項』では、４ 指定管理者が行う

業務の範囲以下に列挙される各事業区分に

示される「定性的な事業水準、事業目的に応

じた新規企画提案及び業務・事業の実施回数

及び基準」と理解してよろしいか。 

お見込みのとおりです。 

募集要項４「指定管理者が行う業務の範囲」に例

として示した内容を参考にしてください。 

 

同上 (2)『４ 指定管理者が行う業務の範囲』中、

アの（ｱ）施設及び設備を利用に供する事業

の説明で、老朽化が進んでいることから、プ

ラネタリウムの機器の設備を使用しない場

合のドームシアター有効活用方法を提案す

る。とされています。このため、現在の記述

内容では、プラネタリウムを利用する場合、

利用しない場合、など施設利用の場合分けが

必要な表現とも解釈できると考えられます

ので、 

プラネタリウム機器設備を使用する場合と使用

しない場合に分けて提案をお願いします。 

 

①プラネタリウム機器設備が使用できないこと

でドームシアターを常時閉館としてしまうので

はなく、ドームシアターを有効活用し、来場者が

見込めるような提案をしていただきたいと考え

ます。 

②③みえこどもの城は平成元年開館の施設であ

り、さまざまな修繕を施しながら運営を行ってい



質問項目 質問内容 回答 

 

① この事業（項目）の「要求水準」の見解

について詳細な説明をお願いします。 

また、プラネタリウム、全天周映画の設定が

ない場合、利用料金の算出に大きな影響があ

るだけでなく、団体利用の選択肢が狭まるこ

となどを含め、こどもの城の施設イメージに

も大きな影響があることが大いに想定され

ます。 

② このため、利用料金制との関係も含めて

県の考え方をご説明願います。 

③ 施設の管理運営を前提とする指定管理

者制度で、運営施設の稼働が不確定状況での

事業提案には大いに違和感を感じるところ

です。少なくとも県が明確なリスク負担を行

うことを明示すべきと考えますが、その点に

ついてご見解はいかがですか？ 

④ 『５ 指定期間を通じて達成すべき成果

目標』について、新型コロナウイルス感染症

の収束目途がつかない状況下において、各成

果目標に関してどのようにお考えでしょう

か。国や県が掲げるコロナ対策を実施した上

るところです。 

プラネタリウムの老朽化の事実を伝えたうえで

指定管理者を公募することが公正公平であると

判断したため、募集要項に記載しています。 

プラネタリウム機器が使用できなくなった場合

に、ドームシアターでプラネタリウム機器を使用

しない有効な活用方法も提案していただきたい

と考えます。 

リスク分担については、協定書案別記５リスク分

担表によることとします。 

④成果目標の 22万人は過去の来場者人数から算

出した人数であり、新型コロナウイルス感染症の

影響がどのようなものであるかは不確定な要素

も多く、三重県としてこの成果目標値を変える予

定はありません。 

新型コロナウイルス感染症に関連した項目につ

いては、募集要項４(1)セで考え方を示していま

す。これをふまえて提案をいただいた内容を反映

した仕様書を協定書に添付することとします。 



質問項目 質問内容 回答 

での運営は、この数値設定の中で見込まれて

いるのでしょうか。 

 また、新型コロナウイルス感染症に関連し

た項目は、協定書の中に盛り込む予定はあり

ますか？ 

２ 『４ 指定管理者が行う業務の範囲』

における施設・設備の現状等について 

(1)（『４ 指定管理者が行う業務の範囲』に

おける）(1) 業務の内容、アの（ｱ）施設及び

設備を利用に供する事業の説明（２ 施設の

概要中（４）イの区分と同一）中、サイエン

スルームは現状表記としては「ボランティ

ア・講師ルーム」と思われます。また、現状

の利用状況は、通常ボランティア・講師控室

とし、大型イベント時等には、火気・調理が

できる部屋として活用していると理解して

いますがいかがでしょうか。 

ご質問にある現状表記は、現指定管理者の利用方

法によるものであり、募集要項には、みえこども

の城改修時（平成 14 年度）の平面図の表記を記

載しています。 

 

同上 (2) なお、理科工作等の利用については、３

F「アートスペース」で実施されていると思

われますので、ご確認をお願いします。 

そのように理解しております。 

同上 (3)プレイランド中のボールプールは、今期

指定管理期間内では一切使用していないの

で、訂正願います。 

現指定管理者からの現在利用実態がないという

申し出ですので、削除いたします。 



質問項目 質問内容 回答 

３ 維持管理に関する業務について (1)質問項目１(2)とも関連しますが、「要求水

準を明確にするため」、維持管理業務に関し、

法令基準に基づくもの、県の行政指導による

もの、今回の指定管理独自の「要求水準」に

よるものなどの区分を用いて、根拠等を具体

的にお示しください。 

なお、『４ 指定管理者が行う業務の範囲』

中、イの（サ）浄化槽保守点検にのみ明示さ

れています。 

〇法令基準に基づくもの 

（ア）～（ソ） 

・建築基準法 

・労働安全衛生法 

・建築物衛生法 

・消防法 

・電気事業法 

・フロン排出抑制法 

・浄化槽法 

・水道法 

・液化石油ガス法 

・ビル管理法   等 

なお、各点検回数等については、募集要項に記載

の回数を基準とします。 

〇指定管理独自の要求水準によるもの 

（シ）～（ソ） 

・清掃、警備、危機管理・安全対策・衛生管理業

務、その他設備等に係る必要な保守点検 

同上 (2)4-イ-(ｱ) 「建築物の敷地及び構造点検」

における、(ｱ)に示される基準以外の建築物

等の点検について、 

①設置者である県が実施するということで

① 4-イ-(ｱ) 「建築物の敷地及び構造点検」を 

はじめとする以下の建築基準法 12条点検につい

てもイの業務に含めて考えており、指定管理者に

実施を求めるものです。 



質問項目 質問内容 回答 

よろしいでしょうか。 

②指定管理期間(5 年)を超えるスパンでの点

検のため、今回の指定管理業務には示されて

いない点検項目等の有無について、根拠法令

等を含めてご明示ください。 

③(併せて、該当する点検事項等がある場合

は)前回の点検実績等について、情報提供を

お願いします。 

〇昇降機（1 年以内毎） 

〇昇降機以外の建築設備（1 年以内毎） 

〇防火設備（1 年以内毎）） 

募集要項４イにもあるとおり、（ア）～（ソ）の

維持管理業務を実施するほか、他の法令の定める

ところにより、適正かつ効果的に、効率的な施設

管理を指定管理者に求めるものです。 

②指定管理期間 5 年を超えるスパンでの点検は

現在想定していません。追加、変更が必要となる

場合は、指定管理者と協議して決定いたします。 

同上 (3)4-イ-(ｿ)「その他設備等にかかる必要な

保守点検」に示されている点検項目の中で、

「②大型ドーム映画映写機保守点検」につい

て、平成 21 年度のデジタルプラネタリウム

導入によって事実上使用中止となっていま

す。またその際に設置された、デジタルプラ

ネタリウムシステムの点検については示さ

れていないので、②の内容がそのままデジタ

ルプラネタリウムシステムの保守点検に置

き換わると考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

同上 (4) 設備について 

① 法定耐用年数を経過しているものを具

募集要項には「耐用年数」と記載しておりますの

で、質問にある「法定耐用年数」は「耐用年数」



質問項目 質問内容 回答 

体的に明示ください。 と読み替えて回答いたします。 

減価償却資産の「耐用年数」とは、通常の維持補

修を加える場合にその減価償却資産の本来の用

途用法により通常予定される効果をあげること

ができる年数、すなわち通常の効用持続年数のこ

とをいい、その年数は「減価償却資産の耐用年数

等に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）

により定められています。 

償却資産の使用方法や使用頻度等により資産の

状態はさまざまで、資産（設備）の耐用年数の経

過と使用状況は別と考えます。 

個別具体の明示はいたしませんが、償却資産の評

価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準（昭和

38 年自治省告示第 158 号）第３章第１節八によ

り、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関

する省令」別表第１、第２、第５及び第６に掲げ

る耐用年数によるもの、とされています。 

同上 ② 更新等の考え方、代替措置の考え方等を

具体的にお示しください。 

設備の状況を総合的に鑑みて、優先順位を考慮し

て対応してまいりたいと考えています。 

同上 (5) 施設・設備の経年劣化により、不具合の

発生頻度の上昇、重大な故障等の発生が予見

され、設置者である県のリスク負担により対

今年度「子ども・福祉部個別施設計画」を策定す

る予定であり、施設の老朽化に対する設置者の対

応等についてはその中で定めていく予定です。 



質問項目 質問内容 回答 

応すべき案件の増加が予想されます。公共施

設の老朽化対策等、設置者としての対応方

針、年度計画など具体的な対応策についてご

説明ください。 

 

同上 (6) なお、上記のような重大な施設・設備の

不具合等の発生及び(ｾ)感染症等の発生時の

臨時休館等運営中止にかかるリスク負担に

ついての考え方をご説明ください。 

特に、通常予見しうる維持管理の中で、設備

の故障、破損があった場合の長期間の運営休

止などのリスク負担、成果目標と評価への反

映等について、その考え方をお示しくださ

い。 

リスク分担については、協定書案別記５のリスク

分担表によることとします。 

成果目標については、前述のとおりです。 

評価につきましては、全庁的な評価の考え方等を

ふまえつつ次期指定管理者と協議をしてまいり

たいと考えています。 

４ 提出書類と著作権との関係について ９の(4)オ 提出書類の扱い中、提出書類の

内容を複製、改変等にして使用できる。との

項目については、「使用目的、範囲、場面及び

改変等の内容について事前承認をお願いし

ます。」(意図するところとは異なった成果物

に変容されことを防ぐなど、著作権者の正当

な主張と考えますのでご理解ください。) 

 

三重県に提出された書類は公文書であり、審査結

果の公表等で三重県が内容の複製、改変等ができ

るものとして扱います。 

この取扱をご理解いただいたうえでご応募いた

だきますようお願いいたします。 



質問項目 質問内容 回答 

５ 提出書類と情報公開との関係につい

て 

９の(4)オ 提出書類の扱い中、提出された

書類は、三重県情報公開条例第 2 条第 2 項

に規定する公文書に該当することになり、～ 

～情報公開の手続きを行いますので、とあり

ますが、申請団体の法人(個人)情報が含ま

れ、かつ、申請書自体の著作権は留保されて

いるので、直ちに「情報公開」というわけで

はないと考えられますが、いかがでしょう

か。 

後段の記述は条例の手続きを正確には反映

していないようにも見受けられますので、ご

説明をお願いします。 

なお、申請内容については、申請団体自らが

公表しうる内容をまとめた書類を「事業計画

書の要旨（別紙様式５）」として作成させる

こととされており、法人情報の保護と透明性

の確保を図る制度として運用されてきてい

ると理解しています。 

三重県に提出された書類は公文書となり、情報公

開対象となります。 

申請書に記載される企画アイデア、ノウハウ等に

関しては、情報公開請求がされた場合も非開示と

出来る法人情報であると認識しております。 

「事業計画書の要旨（別紙様式５）」については

公表前提の様式となり、申請者が公表できる内容

を記載いただくこととなります。 

６ その他 16 その他中、(3)のセンターの管理運営業務

とは何を示すものですか。 

「センター」を「みえこどもの城」と訂正します。 

 


